
電子契約の導入について

上下水道事業政策課



電子契約の概要

導入スケジュール（予定）

令和６年１０月～ 令和７年４月～

対象と
なる契約

電子契約の対象
拡大を検討

導入目的

「建設工事」 ※２，３

「測量・建設コンサルタント等業務」

※2 行政部契約課、上下水道事業部上下水道事業政策課が発注する案件に限る。
※３ 法令等、その他岐阜市が定める基準等により、書面による契約が必要となる案件は除く。

電子契約とは、紙の契約書に記名・押印する代わりに、電子媒体の契約書に電子署名※１

を付与することにより、法的に有効な契約を締結するものです。
契約書の製本、記名押印、対面や郵送による受け渡しなどが必要な、従来の紙による
契約締結事務に電子契約サービス（立会人型）を新たに導入することにより、
事業者の負担軽減、文書管理の適正化、事務の合理化を図ることができます。

※1 電磁的記録に付与される電子的なデータであり、「紙の契約書」 における印影や署名に相当する役割を
果たす技術的措置のこと。



紙契約と電子契約との比較①

・市庁舎と事業者間の往来に時間がかかる
（又は郵送代がかかる）

・製本作業に手間がかかる

・紙代、印刷代、印紙代などの費用がかかる

・事務処理誤りや紛失のリスクがある

・大量の保管スペースが必要

紙契約の現状

①オンライン化による

事業者の負担軽減
・契約書受領・提出のため来庁等が不要
・製本作業が不要
・収入印紙が不要

②デジタル化による

文書管理の適正化
・事務処理誤りを抑制
・契約書の紛失リスクを大幅に軽減

③ペーパーレス化による

事務の合理化
・契約書の作成に伴う作業・費用を軽減
・保管スペース及び廃棄作業を縮減

電子契約のメリット



紙契約と電子契約との比較②

電子契約紙契約

電子データ（ＰＤＦ）文書形式

電子署名の付与印鑑による押印契約締結方法

電子署名、タイムスタンプ割印改ざん防止

インターネット通信持参または郵送送付

電子契約サービス提供事業者の
クラウド、市及び事業者のサーバ等

キャビネット、書庫保管

不要必要収入印紙

電子署名が付与されたとき※記名・押印されたとき契約が締結
されるとき

※地方自治法234条５項の規定により、電子署名が付与されたときが
契約締結日となる



電子契約の締結に係る事務フロー
 電子契約の締結に係る事務フローは以下のとおりです。

事業者決定
（入札・見積合わせ等） 契約締結 請求・支払

岐阜市

事業者
（契約締結権限者）

確認書
提出

確認書
受領

契約書ＰＤＦ
アップロード

契約内容
承認

★契約書に記載の契約日（原則、落札決定日から５開庁日後）の前日までに、必ず承認をしてください。
※契約締結権限者とは、事業者において契約締結の権限を有する方を指します。
※契約担当者とは、事業者において契約書等の書類作成等、実務を行う方を指します。
※契約締結権限者と契約担当者が同一の場合、契約担当者は省略可能です。
※契約書のファイル容量が６MＢを超える場合は、メールに添付されないため、メール内のＵＲＬからアクセスして契約書を
ダウンロードしてください。

業務履行

事業者
（契約担当者）

「電子契約意向確認書兼電子契約用メー
ルアドレス確認書」を落札（候補）者等の決
定連絡をした日のうちにご提出ください。

契約内容
承認★

契約内容
承認

締結完了

契約締結通知
（電子署名付き
ＰＤＦメール送付）

契約締結通知
（電子署名付き
ＰＤＦメール送付）

契約締結通知
（電子署名付き
ＰＤＦメール送付）

電子契約サービス 利用対象範囲

別紙（建設リ
サイクル）提出

別紙（建設リ
サイクル）受領

保証証書（写）提出
（ＬｏＧｏフォーム）

電子契約サービス内で行う作業



電子契約締結に伴う関係書類提出のお願い

※ 本様式は市ＨＰからダウンロードしてください。

※ 契約締結権限者と契約担当者が同一の場合、
契約担当者は省略可能です。

※ 提出はＬｏＧｏフォームよりお願いします。

電子契約を希望する場合、落札（候補）者
等の決定連絡をした日のうちに、「電子契
約意向確認書兼電子契約用メールアドレ
ス確認書」を提出してください。

本様式に、契約締結用に使用するメール
アドレスを記載して下さい。
※契約締結権限者のメールアドレスを記載してください

契約書に記載していただくものと同様の
内容を記載してください。


